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文化審議会著作権分科会運営規則改定案 
 

※下線部分が改訂事項 
 
文化審議会著作権分科会運営規則 

（令和四年六月二十七日文化審議会著作権分科会決定） 
 
 文化審議会令（平成十二年政令第二百八十一号）第十条及び文化

審議会運営規則（平成二十三年六月一日文化審議会決定）第三条
第五項の規定に基づき、文化審議会著作権分科会運営規則を次の
ように定める。 

  
 （総則） 
第一条 文化審議会著作権分科会（以下「分科会」という。）の議

事の手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、文化審議会
令及び文化審議会運営規則に定めるもののほか、この規則の定め
るところによる。 

 
 （部会） 
第二条 分科会に、使用料部会（以下「部会」という。）を置き、

その所掌事務は、分科会の所掌事務のうち、次に掲げる事項を処
理することとする。 

 一 著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）第三十三条第二項
（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三条の
二第二項又は第三十三条の三第二項（これらの規定を同法第百
二条第一項において準用する場合を含む。）の算出方法に関す
る事項 

 二 著作権法第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは
第六項（これらの規定を同法第百三条において準用する場合を
含む。）、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額に関
する事項 

 三 著作権法第九十三条の三第八項（法第九十四条第四項、第九
十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用す
る場合を含む。）の報酬又は補償金の額に関する事項 

 四 著作権法第九十五条第十一項（同法第九十七条第四項におい
て準用する場合を含む。）の二次使用料の額に関する事項 

 五 著作権法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七
条の三第五項（同条第七項において準用する場合を含む。）に
おいて準用する同法第九十五条第十一項の規定による報酬又
は使用料の額に関する事項 

 六 著作権法第百四条の六第一項の私的録音録画補償金の額の
認可に関する事項 

 七 著作権法第百四条の八第一項の著作権及び著作隣接権の保
護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する
事業のために支出しなければならない私的録音録画補償金の
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額の割合に関する事項 
 八 著作権法第百四条の十の四第一項の図書館等公衆送信補償

金の額の認可に関する事項 
 九  著作権法第百四条の十の六第一項の著作権、出版権及び著作

隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普
及に資する事業のために支出しなければならない図書館等公
衆送信補償金の額の算出方法に関する事項 

 十 著作権法第百四条の十三第一項の授業目的公衆送信補償金
の額の認可に関する事項 

十一 著作権法第百四条の十五第一項の著作権及び著作隣接権
の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資
する事業のために支出しなければならない授業目的公衆送信
補償金の額の算出方法に関する事項 

 十二 著作権等管理事業法（平成十二年法律第百三十一号）第二
十四条第一項の使用料規程についての裁定に関する事項 

 十三 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法
律（昭和三十一年法律第八十六号）第五条第一項ただし書の補
償額の認可に関する事項 

２ 前項の規定は、分科会長が特に必要であると認める場合におい
て、分科会が前項に掲げる事項を自ら処理することを妨げない。 

３ 文化審議会運営規則第四条第三項の規定に基づき、次の各号に
掲げる事項については、部会の議決をもって分科会の議決とす
る。ただし、第二号から第四号までに掲げる事項にあっては分科
会長が重要であると認めるときは、この限りでない。 
一 著作権法第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは   

第六項（これらの規定を同法第百三条において準用する場合を
含む。）、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額に関
する事項 

二 著作権法第九十三条の三第八項（第九十四条第四項、第九十
四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する
場合を含む。）の報酬又は補償金の額に関する事項 

三 著作権法第九十五条第十一項（同法第九十七条第四項にお   
いて準用する場合を含む。）の二次使用料の額に関する事項 

 四 著作権法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七
条の三第五項（同条第七項において準用する場合を含む。）に
おいて準用する同法第九十五条第十一項の規定による報酬又
は使用料の額に関する事項 

 五 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
第五条第一項ただし書の補償額に関する事項 

 
 （小委員会） 
第三条 分科会長は、特定の事項を審議するため必要があると認め

るときは、分科会に小委員会を置くことができる。 
２ 小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長

が指名する。 
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３ 小委員会に、主査を置き、当該小委員会に属する委員、臨時委
員及び専門委員の互選により選任する。 

４ 主査は、当該小委員会の事務を掌理する。 
５ 主査に事故があるときは、当該小委員会に属する委員、臨時委

員及び専門委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その
職務を代理する。 

６ 小委員会は、当該小委員会に属する委員、臨時委員及び専門委
員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができ
ない。 

７ 小委員会の議事は、当該小委員会に属する委員、臨時委員及び
専門委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のとき
は、主査の決するところによる。 

８ 主査は、当該小委員会における審議の経過及び結果を分科会に
報告するものとする。 

 
 （会議の公開） 
第四条 分科会の議事は公開して行う。ただし、特別の事情により

分科会が必要と認めるときは、この限りでない。 
２ 分科会の会議の公開の手続きその他分科会の会議の公開に関

し必要な事項は、別に分科会長が分科会に諮って定める。 
 
 （利害関係を有する委員の取扱い） 
第五条 議事について特別の利害関係を有する委員は、その議事に

加わることができないものとする。また、委員は議事の当事者と
その議事に関し個別に接触してはならないものとする。 

 
 （雑則） 
第六条 この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその

他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って
定める。 

 
   附 則 
第一条 この規則は、分科会の決定の日（令和四年六月二十七日）から

施行する。 
２ 前項の施行日から著作権法の一部を改正する法律（令和三年法  

律第五十二号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（令和
三年六月二日から起算して二年を超えない範囲内において政令
で定める日）の前日までの間における本運営規則第二条第一項第
八号及び第九号の規定の適用については、同項第八号中「著作権
法」とあるのは「著作権法の一部を改正する法律（令和三年法律
第五十二号）第二条による改正後の著作権法（次号において「新
法」という。）」と、同項第九号中「著作権法」とあるのは「新
法」とする。 

 


